
筒井俊雄氏所蔵染形紙調査報告書

令和７年１月

三木市教育委員会

三木市文化研究資料　第39集

三
木
市
文
化
研
究
資
料
第
39
集

筒
井
俊
雄
氏
所
蔵
染
形
紙
調
査
報
告
書

令
和
7
年
1
月

三
木
市
教
育
委
員
会





筒井俊雄氏所蔵染形紙調査報告書

令和７年１月

三木市教育委員会

三木市文化研究資料　第39集





　染
そめかたがみ

形紙（染型紙）は浴衣等の生地に文様を染めるために使用される道具

であり、江戸時代には三木の特産品として広く知られていました。しかし

ながら、明治時代以降には海外より導入された染色技法の定着に伴い、型

紙を用いた型
かた

染
ぞめ

は衰退し、三木での生産も大正時代までにはほぼ途絶えて

しまいました。

　一方、欧米ではデザイン性や高度な技術が評価され、19 世紀初頭から

20 世紀初頭にかけて多くの染型紙が収集されており、近年においても技術

やデザイン性が注目されています。

　ギャラリー湯の山みち館長筒
つ つ い と し お

井俊雄氏は郷土史家でもあり、約 40 年か

けて各地に点在する染形紙の収集・保存活用に取り組まれてきました。三

木市立みき歴史資料館においても、過去４回に渡り筒井氏の協力を得て染

形紙の企画展を開催しました。

　筒井氏所蔵の染形紙は、三木市内において最多のコレクションであり、

歴史や技術、デザインを調査研究する上で貴重な資料群であることから、

令和４年 11 月 14 日に 1,242 点が三木市指定文化財（有形民俗）に指定さ

れました。

　本書は、この文化財指定に向けて令和３年７月から 10 月にかけてみき

歴史資料館ボランティアの協力を得て実施した調査結果を報告していま

す。

　最後になりましたが、本書の刊行にあたり、筒井氏をはじめ調査にご協

力いただきました多くの関係者の皆様に厚くお礼を申し上げます。

令和７年１月

三木市教育委員会

はじめに





　私がはじめて染形紙と出会いましたのは昭和 14 年頃、10 歳の頃だと思

います。その頃、日中戦争に伴う物資不足を補うため、国策として金属類

や古紙の廃品回収が始まりましたが、その集荷場所が私の通う小学校の近

くにあり、時々風に吹かれて茶色い厚紙が敷地の外に飛んできました。当

時の私たちは何かの模様が描かれたこの古紙の正体をまったく知らないま

ま、拾って紙飛行機に折り、近くの橋から美嚢川の川面に飛ばして遊んだ

ものです。

　それから約 50 数年を経て「三木郷土史の会」に入会し地元の産業史を

研究するうちに、子どもの頃の思い出が甦ったことであの茶色の厚紙が染

形紙だったと知り、それ以来、近在の元紺屋さんや識者を訪ね歩いて三木

染形紙の蒐集をはじめました。

　お陰様でこんにち「三木染形紙」は、高度な彫刻技術で生み出された優

れた美術工芸品としてだけでなく、その洗練されたテキスタイルデザイン

も末永く後世に遺すべき貴重な意匠遺産として、国の内外から高い評価を

頂戴しております。

　とはいえ、今回文化財指定をいただいたオリジナルの三木染形紙コレク

ションは 1,200 余点のみで、三木染形紙作品群の一部に過ぎません。また、

私も齢九十を過ぎ、現状では私的なコレクションに過ぎない作品の将来も

案じられます。本報告書の刊行が、三木染形紙のさらなる蒐集の拡大と常

設展示および保管施設整備への契機となることを願っています。

　末筆ながら、先般の文化財指定のための学術調査を含め、このたびの報

告書の刊行にも多大なご尽力を賜りました三木市教育委員会の金松誠氏を

はじめ、関係者各位に心より御礼申し上げます。

令和７年１月

『ギャラリー湯の山みち』館長

筒井俊雄

『筒井俊雄氏所蔵染形紙調査報告書』刊行に寄せて



１　本書は、令和４年 11 月 14 日に三木市指定有形民俗文化財に指定された「筒井　

　俊雄氏所蔵染形紙」の調査報告書である。

２　本書作成にあたり、令和３年度に三木市教育委員会教育総務部文化・スポーツ　

　課と三木市総務部市史編さん室が調査を実施した上、令和６年度に補足調査した。

３　調査は以下の体制で実施した。

　　文化・スポーツ課文化遺産係（みき歴史資料館）係長　金松誠

　　同　学芸員　江口直輝（令和３年度）

　　同　学芸員　川上万尋（令和６年度）

　　市史編さん室　学芸員　小澤みのり

※いずれも所属は調査時点のもの

４　本書の編集は、金松誠・川上万尋が行った。執筆は、金松誠・江口直輝が行っ

　た。また、執筆にあたり、小澤みのりより助言を得た。

５　調査にあたり、みき歴史資料館ボランティアとして井土恒三郎、細田英一、村

　上功、山本昭雄が参加した。

６　現状において、今回調査を行った 1,242 枚の染形紙には資料番号、目録番号及

　び元番号の３つが付されている。資料番号は目録作成にあたり作成された通し番

　号であり、目録番号は各資料が保存されているファイル別の番号である。

７　破損などで判読不明の部分及び判読できなかったくずし字は■で表現した。

８　「染形紙」の表記について、本書では一般的に用いられている「型紙」で表記する。

　また、筒井俊雄氏所蔵の資料を指す際は近世期の呼称を尊重し、固有名詞として「染

　形紙」で表記する。

９ 　本書に掲載している図版の画像は筒井俊雄氏が運営する「播州三木染形紙 WEB

美術館」のホームページ内にて、今後公開予定である。

例言
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　本調査では、筒井俊雄氏（ギャラリー湯の山みち館長）が所蔵する型紙を悉皆的に調査した。

　資料数が多いため令和３年 (2021）７月から 10 月にかけてみき歴史資料館ボランティアの協力を得な

がら、これまでに確認された 1,242 点の型紙調査を実施した。

　調査項目は以下のとおりである。

① 写真撮影

トレース台の上に型紙を置いて全体・彫部分の表裏、商印、墨書の部分撮影を実施。

② 寸法測定

　型紙の天地・幅、彫部分の天地・幅、送り星の天地・幅、合わせ星の幅の寸法測定を実施。

　送り星とは型紙の上下縁に２か所設けられた小さい孔のことである。送り星を合わせることで、狂いな

く文様が繋がれ、型が送られる。合わせ星とは複数の型を重ねて染色する際に必要なもので、文様の中に

星が入れ込まれることが多い。

③ 赤外線撮影

　撮影は「SONY　HANDYCAM　HDR － CX720」の「ナイトショット」機能を使用した。商印・墨書・反故紙

が確認できる場合は全体撮影と接写を行った。

④ 翻刻作業

　型紙から確認された墨書や反故紙について翻刻を実施した。反故紙は裏向きに使用されていることが多

いため、パソコンで反転や明るさ・明瞭度を調整しながら翻刻を実施した。

〈調査主体〉

　三木市教育委員会教育総務部文化・スポーツ課、三木市総務部市史編さん室

〈調査参加〉

　文化・スポーツ課文化遺産係（三木市立みき歴史資料館）　学芸員　江口直輝

　三木市総務部市史編さん室　学芸員　小澤みのり　

　みき歴史資料館ボランティア　井土恒三郎、細田英一、村上功、山本昭雄（敬称略）

※いずれも所属は調査時点のもの

第１章　調査の概要と体制

第１節　調査の概要

第２節　調査の体制

－ 1 －



三木の型紙関連年表

筒井俊雄氏の証言、山本 2018、石田 1999、三木市立堀光美術館 2003 を参考に作成
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　筒井俊雄氏所蔵資料の目録を作成し、「資料番号」を付けた。ここでは調査したファイル別の「目録番号」

を併記して記載する。

作業風景 赤外線撮影

調査実施時期 ファイル名 目録番号 資料番号

令和 3年

4月 9日
筒井「Ｂ型」

１～ 146 319 ～ 464

4 月 10 日 147 ～ 315 465 ～ 633

5 月 25 日

筒井「Ａ型」

１～ 81 1 ～ 81

5 月 26 日 82 ～ 199 82 ～ 199

5 月 27 日 200 ～ 318 200 ～ 318

7 月 9 日 筒井「８型」 １～ 81 817 ～ 897

7 月 10 日 筒井「形紙元形」 １～ 41 898 ～ 938

7 月 23 日

筒井「Ｔ型」

１～ 60 634 ～ 693

7 月 24 日 61 ～ 87 694 ～ 720

7 月 30 日 88 ～ 115 721 ～ 748

7 月 31 日 116 ～ 172 749 ～ 805

8 月 1 日 173 ～ 183 806 ～ 816

9 月 25 日
筒井「No.19 型」 １～ 19 1087 ～ 1105

筒井「形紙 1009 ～ 1086」 １～ 54 939 ～ 992

10 月 9 日

筒井「形紙 1009 ～ 1086」 55 ～ 78 993 ～ 1016

筒井「みやこ染①」 １～ 20 1207 ～ 1226

筒井「形紙 1087 ～ 1157」
１～ 42 1017 ～ 1058

10 月 10 日
43 ～ 70 1059 ～ 1086

筒井「加古川国包番外家紋章元形紙」 
１～ 63 1106 ～ 1168

10 月 17 日

64 ～ 81 1169 ～ 1186

筒井「No.1 家紋型」 １～ 20 1187 ～ 1206

筒井「みやこ染②」 １～ 16 1227 ～ 1242

第３節　調査日誌

－ 3 －



　本調査では、筒井俊雄氏が所蔵する型紙 1,242 点の悉皆調査を実施した。以下、筒井氏の聞き取り調査

をもとに来歴等をまとめる。

　筒井氏は昭和 52 年 (1977）に松村義臣氏が「古い襖の裏紙から採取の型紙」を冊子にしたことに影響

を受け、昭和 60 年頃から収集を始めたという。収集を始めた当初は「古裂會」という京都の骨董屋から

三木の商印が見える型紙を買っていたという。バラ売りではなく複数枚のセット売りだったため伊勢の型

紙も混じっていた。筒井氏所蔵の「８型」「形紙 1009 ～ 1086」「形紙 1087 ～ 1157」のファイルに入って

いる型紙がそれにあたるという。その後、筒井氏が三木の型紙を収集していることが広まり、三木近隣の

骨董屋が営業に来るようになり、そこからも購入するようになる。「みやこ染①」「みやこ染②」「No.19 型」

「No.1 家紋型」がそれにあたるという（購入元業者は不明）。

　来歴がはっきりしている型紙は「形紙元形」の内に、入手先が記載されたものがある。また、平成 28

年 (2016) 頃に加古川市国包の紺屋を解体した業者から購入した型紙がある。「Ａ型」「Ｂ型」「加古川国包

番外家紋章元形紙」「Ｔ型」がそれにあたる。これらの型紙は木箱に入っており、それも一緒に買い取っ

たためギャラリー湯の山みちにあるという。

ファイル名 来歴 員数

Ａ型
平成 28 年 (2016) 頃に加古川市国包の紺屋を解体した業者から購入。
木箱に入っていたとのこと。

318

Ｂ型 315

加古川国包番外家紋章元形紙 81

Ｔ型 Ａ、Ｂ型から追掛型を抜粋。 183

形紙元形
型紙もしくはファイルに小林表具店より入手した金井紺屋の型紙であ
ること、または「猪名川町」、「三寿ゞ刃物」、「石田安夫（堀光美術館
館長 )」「淡河町」の記載がある。

41

みやこ染①

三木周辺の骨董屋から購入したという。

20

みやこ染② 16

No.19 型 19

No.1 家紋型 20

８型

京都の骨董屋である「古裂會」から購入したという。

81

形紙 1087 ～ 1157 70

形紙 1009 ～ 1086 78

合計 1,242

第２章　染形紙の来歴

第１節　「筒井俊雄氏所蔵染形紙」の来歴

－ 4 －



　本調査では、商印がある型紙は 378 点確認された ( 表１)。その内、三木の商印がある型紙は 267 点

と商印がある型紙の全体の約 70.6％を占める。次に多いのが伊勢の 64 点で商印がある型紙の全体の約

16.9％を占める。三木の商印を型屋別にみると、「形屋吉兵衛（中濱吉兵衛）」が 89 点と最も多く、次いで、

「小濵屋」が 63 点、「射越屋」51 点、「丸山屋善兵衛・善五郎」31 点で、三木の商印全体の約 87.6％を占

めている（表２）。他の型屋の商印も確認されたが、いずれも 10 点未満であった。

　また、三木以外の型紙では伊勢・京都・大坂などのものが確認され、詳細は表３のとおりであった。

　本章では今回の調査結果を「商
しょういん

印」「墨
すみがき

書」「反
ほ ご

故紙」「追
おっかけ

掛型」「文
もんよう

様」の面からまとめるとともに、

三木の型紙に見られる特徴について考察していきたい。

商印所在地 員数

三木 267

伊勢 64

京都 8

大坂 1

江戸 2

肥前 1

能登 1

所在不明 20

判読不能 14

合計 378

第３章　調査結果

第１節　商印

表１　商印所在地一覧

表２　三木の商印一覧

－ 5 －



表３　三木以外の商印一覧

－ 6 －



　本調査では、41 点の墨書が確認された（表４）。

　調査結果として、墨書の中で最も古い年号は「文
（ 1 8 1 1 ）

化八年未三月十四日」であることが確認できた。また、

記載内容について滋賀県甲賀市での調査報告（甲賀市教育委員会 2017）を参考に「型屋」・「年代」・「氏名」

「注文者」「住所」「型紙の種類」「文様」「注文先」「不明」に分類したところ表５の通り「型屋」や「年代」

が多いことが確認された。

　墨書は型紙について直接知る手がかりではあるが、大半がメモ書きのようなもので誰によっていつ書か

れたのか判断するのは非常に困難であり、「氏名」についても型屋・所有者・彫師など誰を示すのか不明

なものが多々ある。

　これらについては、今後多くのデータが集まることで判明していく可能性があると思われるので、ここ

では本調査で確認された墨書を示すことでその一助になればと考える。

第２節　墨書

表４　墨書一覧

－ 7 －



型屋 14
年代 12
氏名 6
注文者 8
住所 4

型紙の種類 3
文様 2
注文先 1
不明 10

表５　墨書分類

資料番号　1096

資料番号　1130

－ 8 －



　反故紙とは紙が貴重であった江戸時代において、現用段階を終えた文書などを再利用したものであり、

型紙にも利用された。今回調査した 1,242 点の内、赤外線撮影によって反故紙の使用が確認できた型紙が

572 点あった（表６）。その内、反故紙の文面に地名が確認された型紙が 102 点、地域が判明したものが

69 点であった。内訳は播磨国内の地名が確認されたものが 33 点と最も多く、次いで美濃 18 点、三河 5点、

伊勢 3点、尾張 3点、肥後 2点の他は、近江や山城、大和、堺、肥前が各 1点確認された。また年代まで

特定できたものでは寛永 2年 (1625) が最も古く、19 世紀中頃から後半が多かった。

　山本和人氏は三重県鈴鹿市に残されている山中家文書に三木町の型屋から伊勢の型屋に宛てた型紙の製

作を依頼する葉書が残されていることから、明治時代中頃以降には三木町の型屋は主に仕入販売に移行し

ていたと推測している。ただし、明治 34 年 (1901) の中濱吉兵衛の葉書に「弊店も少々は製造仕居り候」

とあることなどから細々と続いていたことを指摘している（山本 2018)。以下ではこれらを踏まえて反故

紙情報を整理していく。

　本調査で確認された中で、三木の商印があり、最も古いものは正徳元年（1711）の切支丹禁令について

書かれた反故紙を使用した資料番号 286（写真１）と 613 の 2 点である。どちらも「播州・三木・形吉」

の商印が見られる。紙を加工して型紙にするまでの時間差は不明であるが、少なくとも今回調査した三木

の型紙は 18 世紀前半以降のものであることは言えるだろう。

　次に反故紙情報から三木でいつまで型紙が作られていたのかについて考察する。地名に注目すると本調

査では播磨国内の地名があるものは 33 点確認されたが、その中で商印が押されているものは 7点あり、「三

木・射與」「播州・三木・形吉」と全て三木のものであった。商印があるものに時代が分かる反故紙情報

は確認されなかったが、地名には飾西・飾東・印南・美囊・加東郡などが見られ、反故紙になる以前は三

木付近で使われた文書であることが分かる。三木市内に現存する型紙に使われた反故紙の流通に関しては

不明な部分が多く推察の域を出ないが、三木付近で使われた文書が反故紙となり、伊勢で型紙にされた後

に三木付近の紺屋で使われたとは考えにくい。このため播磨国内の地名があり、三木付近で使われた文書

は三木で作られた可能性の方が高いだろう。播磨国内の地名があり、最も年代が新しいものは「安政六己

未年二月」「飾西郡■■村」と見える資料番号 357（写真２）である。この型紙は加古川市国包の紺屋を

営んでいた旧家から発見されたことを踏まえると、安政 6年（1859）以降に三木で型紙が作られていたこ

とを示す資料と言えるだろう。

　また山本氏が指摘する仕入販売を示すと考えられるものには、「三木・丸善」の商印があり、反故紙に

「嘉永四年辛亥三月」「三河国渥美郡山田村」と見える資料番号 118（写真３）がある。この型紙は三河国

で使われた紙を三木まで取り寄せて彫った可能性も捨てきれないが、仕入販売が行われる時期に近いこと

や、三河と播磨、伊勢という距離関係から見ても、嘉永 4年（1851）以降に伊勢で作られた型紙を三木の

型屋が仕入れ、商印を押して販売していたと考える方が妥当であろう。

　本節では反故紙から三木の型紙の作成時期や販売についての考察を行ったが、情報が断片的であるため

これだけで断定することは難しい。これについては今後各地域の型紙調査結果を積み重ねることで、さら

にその実態に迫ることができると考えられる。

第３節　反故紙
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反故紙 572

地名有 102

年代・日付有 39

播磨 33

美濃 18

三河 5

伊勢 3

肥後 2

尾張 3

大和 1

堺 1

近江 1

山城 1

肥前 1

寛永二乙酉■四月日 1625

延宝■ 1673 ～ 1680

貞享二年五月 1685

正徳元年五月 1711

正徳元年五年日 1711

延享五戌辰年 1748

安永 1772 ～ 1780

寛政十戌午年六月 1798

文化十年 1813

文政十二丑 1815

天保■五年 1834?

弘化三年午三月 1846

弘化四年 1847

嘉永四年辛亥三月 1851

嘉永四年三月 1851

嘉永四年三月 1851

嘉十二卯三木明石町若中

安政二年辰三月 1855

安政五戌午年四月 1858

安政六己未年二月 1859

文久四年三月 1864

明治十年 1877

表６　反故紙 地名 年代

写真１

写真２

写真３
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　複数枚の型紙を重ねて型染めすることで絵柄が浮かび出す技法を追掛型や二枚型という。今回調査した

1,242 点の型紙の内、一対のうち相型が確認されたものが 236 点、相型が確認されていないが文様から追

掛型と考えられる型紙（離れ）が 58 点、合わせて 294 点あり、全体の約 23.6％を占めることが確認され

た（表７）。

　また、追掛型の内、地域が分かる商印・墨書が確認されたものは 61 点で、その内 54 点が三木のもので

あった（表８）。

追掛型

(相型有 )
236

離れ 58

合計 294

追掛型の商印・墨書 所在地 員数 合計

三木・小濵屋利左ヱ門

三木

13

54
三木・丸善 15

三木・射與 12

播州・三木・形吉 14

勢州・白子・寺源

伊勢

1

4
改仕入十子屋 1

勢州白子・山十 (篆書体 ) 1

古半 1

京都岩上通みのや利兵衛六角下ル町 京都 1 1

肥前・多魚之■・形屋與助・萬形所 肥前 1 1

神田・於玉ヶ池・形長・■■■ 江戸 1 1

合計 61

第４節　追掛型

表７　追掛型一覧

表８　追掛型の商印・墨書からみた産地
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　本調査で確認した型紙について「商印」「墨書」「反故紙」「追掛型」「文様」の面から考察し、筒井俊雄

氏所蔵染形紙にみられる特徴として、商印は「形屋吉兵衛（中濱吉兵衛）」「小濵屋」が多いことが判明した。

　他にも各節で述べたものもあるが、断定できない部分があるため、確実に言えるものは以上のことであ

る。

　型紙は元々布を染める消耗品として使われたため、絵画や彫刻といった美術品とは異なり、制作者をは

じめとする文字記録が少なく、その性格を知るには様々な面から断片的な情報を繋ぎ合わせていく必要が

ある。本調査は、あくまで資料報告が主目的であるため、デザイン性の評価や詳細な分析はできていない。

そのため、本報告書では全点の写真のほか、確認された商印・墨書・反故紙情報などを出来るだけ多く掲

載している。今後、三木市内に残る型紙についても同様に調査報告を行い、それらの類例を比較すること

でその実態が明らかになると考えられる。

　また、三木の染形紙研究は型屋・型紙の実態に留まらず、当時の三木の文化を知る重要な手掛かりとな

ると考えられるため、今後さらなる進展が期待される。

中山四郎  『伊勢型紙の歴史』伊勢型紙の歴史刊行会　1970 年

東北歴史資料館　『染と型紙』　1987 年

石田安夫  「三木の歴史に残る染め型紙の形屋」『三木史談』第 42 号　三木郷土史の会　1999 年

山本和人  「三木の型屋と型紙」『三木史談』第 41 号　三木郷土史の会　1999 年

小森綾子  「田中直コレクション染の型紙 (東北地方 )－商印・墨書から流通をみる－」『京都精華大学紀 

要』第 25 号  2003 年

三木市立堀光美術館　「三木の歴史に残る紺屋」『研究紀要』第 2号　三木市立堀光美術館　2003 年

稲葉昌代　「今村家の型紙－総括 その１－　－型紙の種類・商印からみえるもの－」『常葉学園短期大学

紀要』第 40 号　2009 年

長崎巌　「染型紙の編年に関する試論 (その 1) 」『共立女子大学家政学部紀要』第 57 号　2011 年

『KATAGAMI Style』展図録　日本経済新聞社　2012 年

三木の染形紙の保存と活用を考える会　『三木の染形紙』第 1号　2013 年

三重県立博物館　『極小の宇宙　手わざの粋　―伊勢形紙の歴史と展開―』  2014 年

三木の染形紙の保存と活用を考える会　『三木の染形紙』第 2号　2014 年

伊勢型紙技術保存会　『図録 伊勢型紙』　 2015 年

三木の染形紙の保存と活用を考える会　『三木の染形紙　重ね形紙特集』第 3号　2016 年

壱岐市立一支国博物館　『文様の美展～壱岐の紺屋と染型紙～』  2017 年

甲賀市教育委員会　『染型紙調査報告書　甲賀市水口歴史民俗資料館』　2017 年

山本和人　「播州三木の染め型紙と型屋」『姫路美術工芸館紀要 11』姫路市書写の里・美術工芸館　2018

年

赤穂市教育委員会　『有年考古』第 7号　2020 年

第５節　まとめ
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　三木の染形紙は、形紙として役目を終えた後もすぐに捨

てられたわけではありません。渋紙の防水性や防虫効果を

活かして襖の裏張りなど建材としても再利用され、これが

市内の古民家解体時に発見される例も数多くみられます。

　このような先人の知恵と工夫により、結果的に環境に優

しい名産品「三木染形紙」が生み出されていたことも記憶

に留めておきたい史実です。

　巻頭の挨拶文でも少し触れましたが、昭和 10 年代の半ばになると日中

戦争の長期化と欧米諸国からの経済封鎖による禁輸措置で資源不足が深刻

化してきました。そこで始まったのが、今風に言えば『持続可能な戦争』

のための「資源リサイクルキャンペーン」で、この後昭和 16 年の太平洋

戦争開戦時に全国で強行された「金属類回収令」よりは緩やかな運動だっ

たようです。

　当時、三木でもこの動きが強まり、私の父平一郎も地元選出の国会議員

や県会議員などの求めに応じて昭和 14 年に地元の有志と合同で廃品回収

会社を設立。高砂市の砲兵工廠の建設に駆り出され、その竣工後に職を失っ

ていた朝鮮半島出身の労働者を雇い入れて廃品回収業をはじめました。市

内に数か所設けたその回収拠点のひとつが、私が初めて染形紙と出会った

あの集積場だったのです。

　この国策に応じて、三木市内の元形屋さんや元染物屋さんが保管していた大量の染形紙が供出されまし

た。しかし、実際には柿渋を染み込ませた渋紙で作られた染形紙は再生紙にならず、結局廃棄されてしま

いました。染形紙はすでに当地で染色に使われていなかったこともあり、当時の人々がその価値に気づい

ていなかったとはいえ、この時点でおそらく数万点の貴重な美術遺産が失われたことは残念でなりません。

　もともと三木の染形紙はその素材においても“サステナブル”な工芸品でした。御三家紀州藩の威光を

背景に、江戸や上方で市場を支配していた本家「伊勢型紙」に対し、その寡占の隙間を縫って地方にマー

ケットを開拓していった三木染形紙は、型地紙に高価なブランド和紙の新品は使えず、安価な反古紙を多

用していました。染形紙の型地紙に使う渋紙には、漉き上がったばかりの新紙よりも乾燥が進み枯れた古

紙のほうが彫ったあとに歪みが生じにくいという利点もありました。

　このような需要に応えるため、江戸時代の大阪にはサイズや厚みに加え、用途や種別ごとに分類して販

売する反古紙専門店が数軒あったそうです。

筒井俊雄

三木染形紙の “SDG ｓ” 

日中戦争時に回収された染形紙

再生できずに数万点の形紙が廃棄

反古紙を使った三木染形紙の型地紙

内装材としても再利用された染形紙

長野県松本市の廃品回収ポスター

書き損じのある反古紙を使った染形紙
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